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要旨 本稿では，平成 30年 3月に改訂・告示された「総合的な探求の時間」の「指導計画
の内容と内容の取扱い」の構造を理解し、教職課程における学修の「構図」として捉え直
すというストラテジーの下,それらの主要部分を把握することを試みた。その際、取り扱
う箇所について生成される図（概念地図）の具体例を示し,学習指導要領及び『解説編』
原文と対照させた。なお,ここで用いた概念地図化は,『解説編』の「4 考えるための技
法の活用」で示された，「考えるための技法」のうち「「関連付ける」を可視化する方法
の一例でもある。 

 
 

キーワード ： 総合的な探求の時間，総則関連事項，指導方法，可視化 
 

 

1. はじめに 

 筆者はこれまで教職課程履修学生が自身の学習ナビゲー

ションとして『学習指導要領』を活用してもらうための仕掛

けづくりを念頭に,本来、児童・生徒の「理解」の「構図」

が示されている「学習指導要領」及びその『解説編』を,教

職課程における学生自身の学修の「ナビゲーター」として捉

え直す方法について論じてきた。注 1 具体的には，『学習指

導要領』を概念地図に変換するコンピュータ・ソフトウエア

（”Freemind”注 2）を使用して概念地図に変換して図的に可

視化できるようにするものである。 

 なおこの手法は, 『学習指導要領』「4 考えるための技

法の活用」で示された，「考えるための技法」のうち「「関

連付ける」を可視化する方法として，例えば，ある事柄を中

央に置き，関連のある言葉を次々に書き出し，線でつないで

いくという方法（いわゆるウェビング）」でもある。 

 本稿でもこの基本コンセプトを踏襲し，このたび改訂さ

れた『学習指導要領』及び『学習指導要領解説 総合的な探

求の時間編』（以下、『解説編』と表記）に,この時間の「指

導計画の作成に当たっての配慮事項」がどのように構造化

されて記述されているか,その主要部分を把握することを

試みた。 

 なお,紙幅の都合上,本稿では,第５章の一部についての

例を記載している。 

 また、授業における進行を踏襲し,まず本稿で取り扱う

箇所について生成される図（概念地図）の具体例を示し,

次いで,『学習指導要領』及び『解説編』の原文から対応

する箇所を抜粋した。  
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2. 指導計画の作成と内容の取扱いの構成 

2.1 第 1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項  

  

 『解説編』では、カリキュラム・マネジメントをコント

ロールしてゆく総合的な探究の時間の全体計画及び年間指

導計画の作成に当たっては、次の３つの視点が必要とされ

ている。  

① 教科・科目の内容を横断的な視点で組み立てる 

② 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく

③ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保す

るとともにその改善を図っていくこと   

（以下〔 〕で括られた語・文は『学習指導要領』及び

『解説編』からの抜粋） 

①については、〔目標及び内容，学習活動などが，教科・

科目等横断的な視点で連続的かつ発展的に展開するよう

に、教科・科目等間・学年間の関連やつながりに配慮する

ことが大切〕とされる。②については、〔生徒や学校，地

域の実態を踏まえて総合的な探究の時間の指導計画を作成

し，計画的・組織的な指導に努めるとともに，目標及び内

容，具体的な学習活動や指導方法，学校全体の指導体制，

評価の在り方，学年間・学校段階間の連携等について，学

校として自己点検・自己評価を行うことが大切〕とされて

いる。 

③については、〔「内容」や「学習活動」，その実施を推

進していく「指導方法」や「指導体制」に必要な人的・物

的資源等を，地域等の外部の資源も含めて活用しながら効

果的に組み合わせることが大切〕とされている。指導方法

については『解説編』第 8章に、指導体制の整備について

は『解説編』第 11章に、環境整備や外部連携などを含め

た解説がある。  

  

 2.2 第 2 節 内容の取扱いについての配慮事項  

 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い  

 ２ 内容の取扱いに当たっては、 

 

 

図１．第５章の構造 

 

 

 

 

図 2．第５章第１節の構造 
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『学習指導要領』で次の 10点に留意することがもとめら

れている。  

（1）生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行う  

（2）生徒が自分で課題を発見する過程を重視する 

（3）学習を行う際には，これらの視点を生徒が自覚し，

内省的に捉えられるよう配慮する 

（4）他者と協働して課題を解決しようとする学習活動

や、言語により分析し、まとめたり表現したりするなどの

学習活動が行われるようにする 

（5）コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切か

つ効果的に活用して、情報を収集・整理・発信するなどの

学習活動が行われるよう工夫する 

（6）自然体験や就業体験活動、ボランティア活動などの

社会体験、ものづくり、生産活動などの体験活動、観察・

実験・実習、調査・研究、発表や討論などの学習活動を積

極的に取り入れる 

（7）体験活動については、探究の過程に適切に位置付け

る  

（8）グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地

域の人々の協力も得つつ、全教師が一体となって指導に当

たるなどの指導体制について工夫を行う   

（9）学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図

書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各

種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用な

どの工夫を行う  

（10）職業や自己の進路に関する学習を行う際には、探究

に取り組むことを通して、自己を理解し、将来の在り方生

き方を考えるなどの学習活動が行われるようにする 

  

2.3  第 3節「総則関連事項」 

 

（3）学習の基盤となる資質・能力の育成をめざし、総合

的な探究の時間において，〔生徒自らが課題を設定して取

り組む，実社会や実生活の中にある複雑な問題状況の解決

に取り組む，答えが一つに定まらない問題を扱う，多様な

他者と協働したり対話したりしながら活動を展開するな

ど，この時間ならではの学習活動の特質を存分に生かす方

向で，教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる資

質・能力の育成に貢献すること。〕が期待されている。   

 （4）総合的な探究の時間の単位数  

〔省略〕  

（5）総合的な探究の時間と課題研究等との代替につい

て、代替が可能とされるのは、〔「同様の成果が期待され

る場合」〕とされており、〔「課題研究等」の履修によっ

て総合的な探究の時間の履修に代替する場合には，「課題

研究等」を履修した成果が総合的な探究の時間の目標から

見ても満足できる成果を期待できるような場合である。同

様に，総合的な探究の時間の履修によって「課題研究等」

の履修に代替する場合には，総合的な探究の時間における

学習活動の成果が「課題研究等」の目標，内容等から見て

満足できる成果を期待できるような場合〕と限定されてい

る。  

 一方で、〔例えば，学校において総合的な探究の時間に

課題研究的な学習活動と横断的・総合的な課題についての

学習活動の両方を行い，課題研究的な学習活動に相当する

部分のみを「課題研究等」の科目と代替するということは

可能である。〕 ともされている。 

 

図 3．第５章第２節の構造 

 

 

 

 

図 4．第５章第３節(3)の構造 
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 このように〔総合的な探究の時間の目標を満たすもので

なければ代替することはできない。具体的には，検定試験

や資格取得を主目的とした学習活動などを行う中で，生徒

が主体的に課題設定や学習計画の立案，成果のまとめや発

表を行うことなく，単なるスキルの習得等を目指した学習

活動については，総合的な探究の時間としてふさわしくな

いものと言える。 〕とやや厳しく絞られている。  

（6）総合的な探究の時間の実施による特別活動の代替に

ついては、〔各教科・科目等と連携しながら，課題の解決

や探究活動を行うという総合的な探究の時間の特性を十分

に踏まえた活動を展開する必要〕が示されている。 

 言語活動の充実との関係では、〔「探究の過程において

は，他者と協働して課題を解決しようとする学習活動や，

言語により分析し，まとめたり表現したりするなどの学習

活動が行われるようにすること。その際，例えば，比較す

る，分類する，関連付けるなどの考えるための技法が自在

に活用されるようにすること。」〕と規定されている。  

 なお、〔特別活動の趣旨をも踏まえ，総合的な探究の時

間において体験活動を実施した場合に特別活動の代替を認

めるものであって，特別活動において体験活動を実施した

ことをもって総合的な探究の時間の代替を認めるものでは

ない。〕ことに留意しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．第５章第３節(5)の構造 

 

 

 

図 6．第５章第３節(6)の構造 
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3. 平成 21年度版と平成 30年度版の比較 

 

 

 

「１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮する

ものとする。」は、平成 21年度版では９項目（図 7）であっ

たものが、平成 30 年度版では８項目（図 8）になっている

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7．H21 総合学習第 3 取扱い 1 計画 

 

 

図 8．H30 総合探求第 3 取扱い 1 計画 
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「１ 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するも

のとする。」は、平成 21 年度版では６項目（図 9）であった

ものが、平成 30 年度版では 10 項目（図 10）になっている

ことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “学習指導要領解説 総合的な探求の時間編”抜

粋（一部） 

指導計画の作成と内容の取扱い 

 第 1節 指導計画の作成に当たっての配慮事項 （『解説

編』40頁）  

 総合的な探究の時間の全体計画及び年間指導計画の作成

に当たっては，第 1章総則第 1款の 5 に示された，組織的

かつ計画的に教育活動の質の向上を図っていく，カリキュ

ラム・マネジメントを大事にする必要がある。〔省略〕 

 また，小中学校における総合的な学習の時間の取組との

連続性，大学や専門学校等における取組への発展的な展開

のためには，高等学校段階でどのような学習を行い，どの

ような資質・能力の育成を目指すのか，小中学校の全体計

 

図 9．H21 総合学習第 3 取扱い 2 内容 

 

図 10．H30 総合探求第 3 取扱い 2 内容 



 

   長崎県立大学国際社会学部研究紀要 No.4(2019) 56 

画や年間指導計画も踏まえて高等学校の指導計画が作成さ

れるよう，指導計画をはじめ生徒の学習状況などについ

て，相互に連携を図ることが求められる。  

②教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこ

とに関しては，生徒や学校，地域の実態を踏まえて総合的

な探究の時間の指導計画を作成し，計画的・組織的な指導

に努めるとともに，目標及び内容，具体的な学習活動や指

導方法，学校全体の指導体制，評価の在り方，学年間・学

校段階間の連携等について，学校として自己点検・自己評

価を行うことが大切である。〔省略〕 

③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保する

とともにその改善を図っていくことについては，「内容」

や「学習活動」，その実施を推進していく「指導方法」や

「指導体制」に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部

の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせることが

大切である。〔省略〕  

  

 第 2節 内容の取扱いについての配慮事項  

  

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い（『解説編』47頁） 

 

 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するも

のとする。 （以下,『学習指導要領』本文のみ）  

  

（1）第 2 の各学校において定める目標及び内容に基づ

き，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこ

と。  

（2）課題の設定においては，生徒が自分で課題を発見す

る過程を重視すること。  

（3）第 2の 3の（6）のウにおける両方の視点を踏まえた

学習を行う際には，これらの視点を生徒が自覚し，内省的

に捉えられるよう配慮すること。  

（4）探究の過程においては，他者と協働して課題を解決

しようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり

表現したりするなどの学習活動が行われるようにするこ

と。その際，例えば，比較する，分類する，関連付けるな

どの考えるための技法が自在に活用されるようにするこ

と。  

（5）探究の過程においては，コンピュータや情報通信

ネットワークなどを適切かつ効果的に活用して，情報を収

集・整理・発信するなどの学習活動が行われるよう工夫す

ること。その際，情報や情報手段を主体的に選択し活用で

きるよう配慮すること。  

（6）自然体験や就業体験活動，ボランティア活動などの

社会体験，ものづくり，生産活動などの体験活動，観察・

実験・実習，調査・研究，発表や討論などの学習活動を積

極的に取り入れること。  

（7）体験活動については，第 1の目標並びに第 2 の各学

校において定める目標及び内容を踏まえ，探究の過程に適

切に位置付けること。〔省略〕  

 探究の過程に適切に位置付けるとは，一つには，設定し

た探究課題に迫り，課題の解決につながる体験活動である

ことが挙げられる。予想を立てた上で検証する体験活動を

行ったり，体験活動を通して実感的に理解した上で課題を

再設定したりするなど，探究課題の解決に向かう学習の過

程に適切に位置付けることが欠かせない。  

 二つには，生徒が主体的に取り組むことのできる体験活

動であることが挙げられる。そのためには，生徒の発達に

合った，生徒の興味・関心に応じた体験活動であることが

必要となる。生徒にとって過度に難しかったり，明確な目

的をもてなかったりする体験活動では十分な成果を得るこ

とができない。〔省略〕 

 このように意図的・計画的に体験活動を位置付けること

によって，探究の過程は一層充実し，総合的な探究の時間

で育成を目指す資質・能力が確実に身に付くと考えられ

る。  

〔省略〕 

 この体験活動は，特別活動として実施する勤労生産・奉

仕的行事として行うことも考えられるが，総合的な探究の

時間に位置付けて実施する場合には，課題の解決や探究活

動に適切に位置付く学習活動でなければならない。  

 このように総合的な探究の時間において， 学校行事と

関連付けて体験活動を実施することもあり得る。しかし，

その場合でも，必ず総合的な探究の時間の目標及び内容を

踏まえたものであること，探究の過程に位置付いているこ

となどを満たさなければならない。その上で実際に総合的

な探究の時間の要件を満たす活動の時数だけを正確に算出

して，総合的な探究の時間の時数として計上することが求

められる。  

 平成 21 年の学習指導要領解説において，文化的行事や

健康安全・体育的行事の準備などは総合的な探究の時間と

して適切ではないことが明記された。〔省略〕 

 総合的な探究の時間と特別活動との目標や内容の違いを

踏まえ，それぞれの時間にふさわしい体験活動を行わなけ

ればならない。  

 総合的な探究の時間と特別活動との関連を意識し，適切

に体験活動を位置付けるためには，次のような点に十分配

慮すべきである。例えば，修学旅行と関連を図る場合は，

その土地に行かなければ解決し得ない学習課題を生徒自ら

が設定していること，現地の学習活動の計画を生徒が立て

ること，その上で，現地ではインタビューや調査等の機会

を設けるなど生徒の自主的な学習活動を保障すること，事

後は，解決できた部分をまとめ，解決できなかった部分を

別の手段で追究する学習活動を行うことなど，一連の学習

活動が探究となっていることが必要である。こうしたこと
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に十分配慮した上で，総合的な探究の時間と特別活動とを

関連させて実施することが考えられる。その際，総合的な

探究の時間の目標や内容に関わらない時間については，総

合的な探究の時間に該当しないことは当然であり適切な時

数が配当されるよう十分に注意しなければならない。〔省

略〕  

（8）グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地

域の人々の協力も得つつ，全教師が一体となって指導に当

たるなどの指導体制について工夫を行うこと。   

 （9）学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図

書館，博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各

種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用な

どの工夫を行うこと。   

（10）職業や自己の進路に関する学習を行う際には，探究

に取り組むことを通して，自己を理解し，将来の在り方生

き方を考えるなどの学習活動が行われるようにすること。 

  

第 3節 総則関連事項  

（3）学習の基盤となる資質・能力の育成（第 1章総則第 2 

款の 2（1））（『解説編』64頁）  

（1） 各学校においては，生徒の発達の段階を考慮し，言

語能力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題発

見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成して

いくことができるよう，各教科・科目等の特質を生かし，

教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとす

る。（『学習指導要領』本文）  

 第 1章総則第 2 款の 2 の（1）においては，生徒の日々

の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力を，生

徒の発達の段階を考慮し，それぞれの教科等の役割を明確

にしながら，教科等横断的な視点で育んでいくことができ

るよう，教育課程の編成を図ることを示すとともに，「学

習の基盤となる資質・能力」として，言語能力，情報活用

能力（情報モラルを含む。），問題発見・解決能力等を挙

げている。  

 総合的な探究の時間においても，教科等を越えた全ての

学習の基盤となる資質・能力としては，それぞれの学習活

動との関連において，言語活動を通じて育成される言語能

力（読解力や語彙力等を含む。），言語活動や ICT を活用

した学習活動等を通じて育成される情報活用能力，問題解

決的な学習を通じて育成される問題発見・解決能力などが

考えられる。〔省略〕 

 総合的な探究の時間においては，生徒自らが課題を設定

して取り組む，実社会や実生活の中にある複雑な問題状況

の解決に取り組む，答えが一つに定まらない問題を扱う，

多様な他者と協働したり対話したりしながら活動を展開す

るなど，この時間ならではの学習活動の特質を存分に生か

す方向で，教科・科目等を越えた全ての学習の基盤となる

資質・能力の育成に貢献することが期待されている。  

 

 （4）総合的な探究の時間の単位数（第 1 章総則第 2 款

の 3（2）ア（ｲ））   

〔省略〕 

  

（5）総合的な探究の時間と課題研究等との代替（第 1 章

総則第 2 款の 3（2）イ（ｳ）） 〔省略〕 

 

（6）総合的な探究の時間の実施による特別活動の代替

（第 1章総則第 2款の 3（3）ケ） （『解説編』68頁） 

ケ  総合的な探究の時間における学習活動により，特別

活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待

できる場合においては，総合的な探究の時間における学習

活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事

の実施に替えることができる。（『学習指導要領』本文）  

 総合的な探究の時間に行われる学習では，教科・科目等

の枠を超えて探究する価値のある課題について，各教科・

科目等で身に付けた資質・能力を活用・発揮しながら解決

に向けて取り組んでいく。このような総合的な探究の時間

の重要性を踏まえ，各教科・科目等との関係については，

「他教科等の目標及び内容との違いに留意しつつ，第 1 の

目標並びに第 2の各学校において定める目標及び内容を踏

まえた適切な学習活動を行うこと。」と記述し，各教科・

科目等と連携しながら，課題の解決や探究活動を行うとい

う総合的な探究の時間の特性を十分に踏まえた活動を展開

する必要を示した。同様に，言語活動の充実との関係で

は，「探究の過程においては，他者と協働して課題を解決

しようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり

表現したりするなどの学習活動が行われるようにするこ

と。その際，例えば，比較する，分類する，関連付けるな

どの考えるための技法が自在に活用されるようにするこ

と。」との規定を置いた。  

 これらを前提としつつ，総合的な探究の時間において

は，自然体験や就業体験活動，ボランティア活動などの社

会体験，ものづくり，生産活動などの体験活動を積極的に

取り入れることの必要性を明らかにしつつ，その際は，体

験活動を課題の解決や探究活動の過程に適切に位置付ける

ことを求めている。  

 このように，総合的な探究の時間において，その趣旨を

踏まえ，例えば，自然体験活動や社会体験活動，あるいは

就業体験やボランティア活動を探究の過程の中で行う場合

において，これらの活動は集団活動の形態をとる場合が多

く，集団への所属感や連帯感を深め，公共の精神を養うな

ど，特別活動の趣旨も踏まえた活動とすることが考えられ

る。  

 すなわち，  

・総合的な探究の時間に行われる自然体験活動や社会体験

活動は，環境や自然を課題とした探究活動，あるいは歴史
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や国際理解を題材とした探究活動として行われると同時

に，「平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然

や文化などに親しむとともに，よりよい人間関係を築くな

どの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積

むことができる」旅行・集団宿泊的行事と，  

・総合的な探究の時間に行われる就業体験活動やボラン

ティア活動は，社会との関わりを考える探究活動として行

われると同時に，「勤労の尊さや生産することの喜びを体

得し，職場体験などの職業や進路に関わる啓発的な体験が

得られるようにするとともに，共に助け合って生きること

の喜びを体験し，ボランティア活動などの社会奉仕それぞ

れ同様の成果も期待できると考えられる。このような場

合，総合的な探究の時間とは別に，特別活動として改めて

これらの体験活動を行わないとすることも考えられる。  

 なお，本項の記述は，総合的な探究の時間においてその

趣旨を踏まえると同時に，特別活動の趣旨をも踏まえ，総

合的な探究の時間において体験活動を実施した場合に特別

活動の代替を認めるものであって，特別活動において体験

活動を実施したことをもって総合的な探究の時間の代替を

認めるものではない。また，総合的な探究の時間において

体験活動を行ったことのみをもって特別活動の代替を認め

るものでもなく，望ましい人間関係の形成や公共の精神の

育成といった特別活動の趣旨を踏まえる必要があることは

言うまでもない。このほか，例えば，補充学習のような専

ら特定の教科・科目の知識・技能の習得を図る学習活動や

体育祭のような特別活動の健康安全・体育的行事の準備な

どを総合的な探究の時間に行うことは，総合的な探究の時

間の趣旨になじまないことは，第 4章総合的な探究の時間

に示すとおりである。  

5. 注 

(1) 「教職課程における、構造看取をとおした『学習指導

要領』理解への試み」〜高校公民」『長崎県立大学国

際情報学部研究紀要』、第 10号、平成 21年 12月 

「教職課程における、構造看取をとおした『学習指導

要領』理解への試み」〜道徳」『長崎県立大学国際情

報学部研究紀要』、第 11号、平成 22年 12月 

「教職課程における、構造看取をとおした『学習指導

要領』理解への試み」〜中学社会（地理的分野）」

『長崎県立大学国際情報学部研究紀要』、第 12号、平

成 23年 12月 

「教職課程における、構造看取をとおした『学習指導

要領』理解への試み」〜「総合的な学習の時間・特別

活動」」『長崎県立大学国際情報学部研究紀要』、第

13号、平成 24年 12月 

「教職課程における、構造看取をとおした『学習指導

要領』理解への試み」〜特別の教科道徳」『長崎県立

大学国際情報学部研究紀要』、第 16号、平成 27年 12

月 

(2) オープンソースかつ無料で利用することが出来るマイ

ンドマップ作成ツール。ウインドウズ PCの他、マックやリ

ナックス版もある（Java ベースのクロスプラットフォー

ム）。 
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